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　新型コロナウイルス感染拡大防止
のための学校休業措置に伴い、長期
間放課後児童クラブを利用する子ど
も達に、多くの事業所から贈り物が
届けられました。

■はす工房花里音様より

　パンのご提供

■シュトラウス金進堂様より

　プリンのご提供

■そまの恋姫サラダ会様より

　 おにぎりのご提供

広がる支援の 輪

児童館で
過ごす子ども達へ
児童館で
過ごす子ども達へ



令和２年度
南越前町社会福祉協議会  事 業 計 画

〔会計収支予算〕 （単位：千円）

収　入　の　部 支　出　の　部
会 費 収 入 1,591 人 件 費 支 出 165,796
寄 附 金 収 入 100 事 業 費 支 出 24,116
経 常 経 費 補 助 金 収 入 37,281 事 務 費 支 出 7,220
受 託 金 収 入 68,160 助 成 金 支 出 4,089
事 業 収 入 1,947 負 担 金 支 出 103
介 護 保 険 事 業 収 入 93,365 固 定 資 産 取 得 支 出 141
障害福祉サービス等事業収入 55 積 立 資 産 支 出 5,985
受 取 利 息 配 当 金 収 入 46 サービス区分間繰入金支出 4,574
そ の 他 の 収 入 50 予 備 費 150
サービス区分間繰入金収入 4,574
前 期 末 支 払 資 金 残 高 5,005

合　　　計 212,174 合　　　計 212,174

基本方針

  地域共生社会の実現に向け、「住民参加のつながりで、
  共に生き、共に支え合い、共に幸せを感じることのできる、  

  だれもが安心して笑顔で暮らせるまちづくり」の推進。

○地域福祉推進の理念のもと、これまでの個別支援領域における包括的支援と地域支援を総合的
に推進します。

○複合化・複雑化した支援ニーズには、属性に関わらず「断らない相談支援」、社会とのつなが
りを回復させる「参加支援」、孤立を防ぎ、交流と活躍の機会と役割を生み出す「地域づくり
に向けた支援」を実践します。

○行政のみならず事業者や企業と協働し、住民が参画した多様なサービスを開発することで、地
域の支え合い・助け合い活動をより活性化させ、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を最
後まで持続できる機能の一役を担います。

○法人運営事業をはじめ、各種事業において健全かつ安定し
た事業所運営に努めるとともに、コンプライアンス※を実
践し、ご利用者に満足いただけるサービスを提供します。

※法律や社会的な通念を守ること。法令遵守。
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〔会計収支予算の事業別内訳〕 （単位：千円）

福祉の向上を目指して
法人運営事業	 40,059
基金運営事業	 150

地域の幸せづくり
地域ふれあいサロン事業	 3,861
福祉スポーツ大会事業	 89
配食サービス事業	 292
福祉総合相談事業	 420
軽度生活援助事業	 81
ボランティアセンター活動事業	 22
つながりの輪づくり推進支援事業	 72

じぶんの町を良くするしくみ
一般募金配分金事業	 2,431
歳末たすけあい配分金事業	 931
緊急災害援護配分金事業	 10

自分らしい生き方を応援
生活福祉資金貸付事業	 413
日常生活自立支援事業	 357
生活支援コーディネート事業	 1,346
介護予防のつどい事業	 2,954

子どもの安全と遊び場の確保
児童館管理運営事業	 42,023
子育て支援センター運営事業	 1,156

地域で高齢者の生活をサポート
地域包括支援センター運営事業	 18,066

ご本人に寄り添った介護サービスを計画
今庄居宅介護支援事業	 18,000

住み慣れた自宅での生活をお手伝い
ホームヘルプサービス事業	 13,939
障害者ホームヘルプサービス事業	 55

通うことで心も身体も元気
今庄デイサービス事業	 32,693
河野デイサービス事業	 26,080
いきいきデイサービス事業	 6,674

会費の種類 会費の額

一 般 会 費※ 世帯単位で納入をお願いし、活動にご支援をい
ただく会費です。

１世帯
500円

賛 助 会 費
本会活動にご賛同いただける個人の方から一定
以上の会費を納入いただき、活動にご支援をい
ただく会費です。

１口
2,000円

特別賛助会費
本会活動にご賛同いただける団体または事業所
単位で納入いただき、活動にご支援をいただく
会費です。

１口
5,000円

※「一般会費」は、全戸世帯加入をお願いしたい会費ですが、加入を強制するものではありません。
　４月 24 日付で各区の区長様を通じてお願いをさせていただいております。

　普段から何気に耳にしたり、口にする「福祉」。福祉の向上は、住民一人ひとりが活動や事業に参加するこ
とで、住民同士のつながりが生まれ、支え合い・助け合いの意識が高まっていきます。
　社会福祉協議会では、それらの活動や事業運営に財政面からご支援をいただく、会員制度を実施しています。

会
費
の
種
類

令和２年度も引き続き
積極的な事業展開がで
きますよう、皆様から
の温かいご支援・ご協
力を何卒よろしくお願
いいたします。

ふ だんの く らしの し あわせづくり＝　ふくし（福祉）

会費募集のお願い会費募集のお願い南越前町社会福祉協議会南越前町社会福祉協議会
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　◉ボランティア活動に関することなら何でも…

南越前町ボランティアセンター　☎４７－３７６７
今庄ボランティアステーション　☎４５－１１７５
河野ボランティアステーション　☎４８－２２６０

開設日／月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

（令和２年５月15日現在）

開設時間／午前８時30分～午後５時30分

□ボランティア登録状況：個人23名　団体30団体

　ボランティア活動のより一層の推進と県民のみなさんがボランティア
活動を通じて「つながり」や支え合う社会の「価値」や「豊かさ」を実
感できるよう、推進運動を実施します。
　運動は年間通じて実施されるもので、様々な活動やイベント、生活に
身近なボランティア活動に一人ひとりが関心を傾け、県民一体となって
ボランティアの輪を作りましょう！

南越前町ランティー

～県民をつなぐ「おかげさま」と「お互いさま」の輪～

つながれ！80万人の
ボランティアの輪ボランティアの輪

　県内はもちろん、町内の福祉施設でのボランティア活動や環境保護活動
など豊富なメニューの中から活動を選ぶことができます。
　この秋冬、ボランティア活動を通じて素敵な思い出を作ってみませんか。

令和２年９月～令和３年１月
募集期間

秋、冬にボランティアしよう！
オータム＆ウインターボランティア体験

　ボランティアセンターはそんな方々をマッチング（調整）し、地域
におけるボランティア活動の活性化を図っています。
　災害発生時に立ち上げられる“災害ボランティアセンター”も同様
な役割を持ち、被災地の復旧・復興支援を行います。

ボランティアセンター登録者募集！ボランティアセンター登録者募集！
「ボランティア活動がしたい！」
「ボランティアに来て欲しい！」

　ボランティアは、年齢や性別を問わず、誰でも取り組むことができます。自分の
生活の中からできることを見つけて参加してみませんか。
　ボランティア活動に興味のある方、もっと知りたい方、始めたいと思う方に向け
た、情報提供や研修などの案内をさせて頂きます。（個人・団体・グループ問わず）
　また、ボランティアを依頼したい方からの相談もお待ちしています！

ボランティアを通じて、
これまで以上に人生を
豊かにしませんか。

ボランティア活動で大切なボランティア活動で大切なボランティア活動で大切なボランティア活動で大切な

４つのポイント４つのポイント４つのポイント４つのポイント
ボランティア活動の４原則

自主性・自発性
自分からすすんで
行動する活動

社会性・連帯性
ともに支え合い、
学び合う活動

無償性・無給性
見返りを求めない活動

創造性・先駆性
よりよい社会を
つくる活動

相談例
１ 車いすによる移動が必要な方からの相談

●内容 例年、友人と一緒に花はす公園に出掛けているが、今回、友人の都合が悪く、公園内移動など散策の手
助け（介助）のボランティアをお願いできないか。

●対応 当センターに登録されているボランティアの方に活動を依頼。相談者とボランティア活動者の日程や詳
細内容を調整しましたが、天候不良の為中止となりました。

相談例
2 町内で活動する合唱団からの相談

●内容 近くに合唱団活動ができる施設等はないか。

●対応 高齢者が集う会食サービスやデイサービスの場を提案。開
催日時や場所などの調整を行い、南条保健福祉センター内
で開所している、いきいきデイサービスで利用者の方向け
に合唱を披露して頂きました。

相談例
３ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーからの相談

●内容 担当している方で、囲碁がお好きな方がおり、その方のデイサービス利用
時に継続して囲碁の相手をしてもらえる方（ボランティア）はいないか。

●対応 町内の囲碁クラブに連絡し、デイサービスでのボランティアが可能な方
をご紹介頂きました。その後、活動日や活動内容の詳細を調整し、利用
者の方とボランティアの囲碁対戦が実現しました。

ボランティアセンター活動紹介ボランティアセンター活動紹介

体験期間

対 象 者

小学校高学年以上でボランティア活動
に関心のある方

10月～１月
新型コロナウイルスの影響から
体験期間が例年から変更になっ
ています

ま ず は 登 録 ！
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緊急小口資金等の特例貸付生活福祉資金貸付制度

　各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資
金でお悩みの方々に向けた、従来の緊急小口資金等の取扱いを拡大した特例貸付を実施しています。
　なお、今後の社会情勢を踏まえ、制度内容や手続きが随時変更される可能性があります。

主に休業された方向け（緊急小口資金）
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸付けます。
■対象者
・�新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

※		新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

■貸付上限額	
・10万円以内
・特に必要と認められる場合※　20万円以内�
※	（例）感染拡大防止策で臨時休校になり、子の世話が必要になり休業し減収した場合。
※	（例）事業所の営業自粛や生産調整によって、休業依頼があり減収した場合。
※	 その他、特に資金の貸付需要があると認められた場合。

■償還開始据置期間
・１年以内

■貸付利子・保証人
・無利子・保証人不要

■償還期間
・２年以内

■必要書類の送付先
・最寄りの社協事務所

主に失業された方向け（総合支援資金）
生活再建までの間に必要な生活費の貸付を行います。
■対象者
・�新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難となっている世帯。�

※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
※	社会福祉協議会及び関係機関が支援を行うことにより、自立した生活と償還が見込ま
れること。

■貸付上限額	
・世帯人数（２人以上）月20万円以内
・単身世帯　月15万円以内　　　　　　　

■償還開始据置期間
・１年以内

■貸付利子・保証人
・無利子・保証人不要

■償還期間
・10年以内

■必要書類の送付先
・最寄りの社協事務所貸付期間：原則３か月以内

申込様式掲載ホームページ
福井県社会福祉協議会
　www.f-shakyo.or.jp/
南越前町社会福祉協議会
　www.shakyo.or.jp/hp/828/
※	インターネットからの入手が困難な
方は社協事務所までご連絡下さい。

貸付手続きの流れ

お
悩
み
の
方

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【受付窓口】
南越前町

社会福祉協議会

【貸付機関】
福井県

社会福祉協議会

申込様式
入手

相談支援

貸付決定・送金

書類送付
書類送付

特例貸付の
基本的な内容・
お問合せは… ☎0120－46－1999

〈個人向け緊急小口資金・
総合支援資金相談コールセンター〉 手続き・

申込み・
相談窓口は…

南条本所	 ☎0778－47－3767
今庄支所	 ☎0778－45－1175
河野支所	 ☎0778－48－2260

受付時間：午前9時～午後9時（土日・祝日を含む） 受付時間：午前8時30分～午後5時30分（月～金）

〈南越前町社会福祉協議会〉

※書類の不備や不明箇所がある場合、送金までに日数を要します。
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令和２年４月１日付
人 事 異 動
●南条本所
　会計担当	 川崎　桂子
　福祉活動専門員	 浜野まゆみ

●今庄支所
　居宅介護支援専門員
　　介護支援専門員	 山野　暁美
　通所介護事業所
　　看護師	 藤井　喜子
　　介護員	 吉野麻奈美

●河野支所
　通所介護事業所
　　生活相談員	 川島　麻美
　地域包括支援センター
　　主任介護支援専門員
	 高岡千代枝

各種相談のご案内

◎高齢者の方に関する相談
　高齢になってもいつまでも住み慣れた地域で安
心して生活ができるよう、お一人おひとりの暮ら
しをサポートいたします。些細なことでもお気軽
にご相談ください。

●南越前町地域包括支援センター
　☎４７－８００９（役場本庁保健福祉課内）

●南越前町社会福祉協議会
　地域包括支援センター
　☎４５－１１７０（今庄福祉センター内）
　☎４８－２２６０（河野保健福祉センター内）

◎無料法律相談（午後１時～午後４時）
　弁護士による法律相談で事前の予約が必要です。
　令和２年6月9日（火）、7月14日（火）、
　 8月4日（火）

…南条保健福祉センター（☎４７－３７６７）

※	新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、相
談室確保の観点から、令和２年度無料法律相談の
全日程を南条保健福祉センターで実施します。

◎婦人福祉協議会による結婚相談
●南条保健福祉センター
　　…	第１・３水曜日、第２日曜日
●今庄住民センター
　　…	第１日曜日、第３木曜日
●河野住民センター
　　…	第１・第３木曜日

※	新型コロナウイルス感染拡大に伴い、5月15日現
在、相談を見合わせています。

※�各種相談の秘密は厳守します。お気軽にご相
談ください。

令和２年度　福祉活動助成団体募集！

！集募大
南越前町を良くする
プロジェクト

福井県運営適正化委員会のご紹介
　福祉サービス事業所に直接話しにくいことや、事業所
との話し合いで解決できなかった場合など、お気軽にご
相談ください。匿名でも構いません。

《例えば》福祉サービスを利用していて…
●嫌な思いをした。怪我をした。
●サービスの内容に不満がある。
●職員の対応が悪い。など

	 福井県運営適正化委員会
	 （〒910-8516	福井市光陽2丁目3-22	福井県社会福祉センター1階）

	 午前9時から午後5時
	 月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除きます）
	 Tel：0776-24-2347	　Fax：0776-24-8942
		 E-mail：kujyo@f-shakyo.or.jp

相談
機関

相談
時間

連絡先

善意のご寄付ありがとうございました
　令和２年２月15日から令和２年５月15日までに福祉
に役立ててくださいとご寄付をいただきました。
　ご寄付の趣旨に沿い、有効に活用してまいります。
【デイサービス事業へ】	匿名　１件（寄付金）

	 	住民同士の助け合いや支え合い活動を
通じて、安心して暮らせる地域づくり
を目指した取り組み。または、地域を
少しでも良くしようとする活動。

	 	町内で上記活動を行っているボラン
ティアグループ、自治会等。

助成金額 	 	１団体５万円（上限）
	 	最寄りの社協事務所にある所定の申請

書を提出してください。
申請期限 	 	令和２年７月31日（金）

対象内容

対象団体

申請方法
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　春の訪れも感じられないまま新型コロナウイルス関

連のニュースが報道される毎日です。そのような中で

も、地域では表紙にあるように、児童クラブを利用す

る子ども達に多くの温かい支援が届きました。

　また、社協では令和２年度も「住民参加のつながり

で、だれもが安心して笑顔で暮らせるまちづくり」を

事業計画に掲げて推進していきます。“ ふ だんの く
らしの し あわせ ” に感謝しつつ、一日も早く学校に
子ども達の無邪気な声、地域には住民の交流の場や笑

顔が戻ることを願うばかりです。	 （浜野）

編 集 後 記

　サロン協力員の任期満了に伴い、新たに協力員になられる方を対象に
委嘱式・研修会が開催されました。事業説明では、行政担当者から“サ
ロンの効果”について説明があり、介護予防効果や住民同士の交流の場
として、地域づくりの効果があることが説明されました。
　研修の最後には、理学療法士によるフレイル予防を目的とした健康
体操を実践し、サロン会場で取り組む際のコツを学び
ながら体操を行いました。

地域ふれあいサロン協力員委嘱式及び研修会
［２月 21日（金）今庄住民センター］

◎地域ふれあいサロン探訪◎

～障害をお持ちの方が、衛生的な環境で過ごせるよう～
対象者　 町内にお住いの身体障害者手帳１級又は、療育手帳A1

をお持ちの方。但し、町が行う高齢者対象の同事業を利
用していない方に限ります。

利用料金　敷布団  100円　掛布団  100円　毛布  50円
　　　※ 各種１枚までの料金。２枚目からは実費負担となります。

実施日　【回収】令和２年６月17日（水）
　　　　【配達】令和２年６月19日（金）

申込先　最寄りの社協事務所まで

申込締切　令和２年６月５日（金）

身体障害者寝具洗濯サービス事業のご案内身体障害者寝具洗濯サービス事業のご案内

※�５月15日現在、町内における地域ふれあいサロン事業
は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催休止のお願
いをしています。

　福井県社会福祉協議会が実施する車両購入費用の一部助
成事業を受け、軽自動車１台を整備しました。
　地域ふれあいサロンへ
の訪問などを通じ、住民
同士の支え合い・助け合
い活動の推進を図ること
を目的に有効に使用いた
します。

訪問介護員　坂川　育代

利用者様に満足して
頂けるよう一生懸命
頑張ります。

新しい職員の紹介

訪問介護事業所訪問介護事業所

福井県社会福祉協議会
福祉サービス車両購入助成事業
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